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◎＝対象　☆＝定員、定数　＄＝料金、費用　＃＝申し込み　♥＝問い合わせ　♦＝共通の内容　 ＝手話通訳　 ＝要約筆記　＊＝市の担当課　F＝FAX　£＝ネット窓口（電子申請）

申告はお早めに　市県民税・所得税
「市県民税の申告」と「所得税の確定申告」の受け付けが始まります

　
市
県
民
税
の
申
告
会
場
と
受
け
付
け

日
程
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。住
所
地
の

区
役
所
に
あ
る
市
税
事
務
所
市
民
税
課

か
税
務
課
へ
郵
送
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
申
告
が
必
要
で
、２
月
15
日
ご
ろ
ま
で

に
申
告
書
が
届
か
な
い
人
は
、市
税
事
務

所
市
民
税
課
か
税
務
課
へ
問
い
合
わ
せ
を
。

市
県
民
税
申
告
が
必
要
な
人

　
平
成
30
年
１
月
１
日
現
在
、市
内
に

住
所
が
あ
り
、平
成
29
年
中
に
所
得
が
あ

っ
た
人
。

【
申
告
対
象
者
の
主
な
例
】

●
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る
人
。

●
平
成
29
年
中
に
退
職
し
た
人
で
、再

就
職
し
て
い
な
い
人
。

●
給
与
所
得
者
で
、平
成
29
年
中
に
給

与
以
外
の
所
得
が
あ
り
、そ
れ
が
20
万
円

以
下
で「
所
得
税
」の
確
定
申
告
が
不
要

な
人
。

●
平
成
29
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入

金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、同
年
中
に

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所

得
が
あ
り
、そ
れ
が
20
万
円
以
下
で「
所

得
税
」の
確
定
申
告
が
不
要
な
人
。

●
雑
損
控
除
、医
療
費
控
除
お
よ
び
寄

附
金
税
額
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す

る
人
。

申
告
に
必
要
な
も
の

●
申
告
書
と
印
鑑

●
所
得
を
証
明
で
き
る
書
類
や
帳
簿
等

（
源
泉
徴
収
票
や
給
与
支
払
証
明
書
な

ど
）。

●
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
長
期
損

害
保
険
料
の
控
除
証
明
書
、寄
附
金
受

領
証
明
書
、医
療
費
明
細
書
、国
民
健
康

保
険
・
介
護
保
険
・
国
民
年
金
等
の
領
収

書
か
控
除
証
明
書
な
ど
。

●
身
体
障
害
者
手
帳
、障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
、療
育
手
帳
、精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
な
ど
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
必
要
な
書
類
は
、

右
下
部
分
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
告
が
必
要
で
な
い
人

●
平
成
29
年
分
の「
所
得
税
」の
確
定
申
告

を
し
た
人
。

●
平
成
29
年
分
の
所
得
が
給
与
所
得
だ

け
で
、勤
務
先
か
ら
北
九
州
市
役
所
に

給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
人

（
不
明
の
場
合
は
勤
務
先
へ
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
）。

平
成
30
年
度
市
県
民
税
か
ら
適
用
さ
れ

る
主
な
税
制
改
正

●
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し（
上
限
額
の

引
き
下
げ
）　
給
与
所
得
控
除
の
上
限
額

が
適
用
さ
れ
る
給
与
収
入
が
、１
２
０
０
万

円（
控
除
額
２
３
０
万
円
）か
ら
１
０
０
０

万
円（
控
除
額
２
２
０
万
円
）に
引
き
下
げ

ら
れ
ま
し
た
。

●
セ
ル
フ
メ
ディ
ケ
ー
シ
ョン（
自
主
服
薬
）

推
進
の
た
め
の
ス
イ
ッ
チ
０
Ｔ
Ｃ
薬
控
除

（
医
療
費
控
除
の
特
例
）の
創
設　
健
康

の
保
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
り

組
み
と
し
て
一
定
の
取
り
組
み（
特
定
健

康
診
査
、予
防
接
種
、定
期
健
康
診
断
等
）

を
行
う
個
人
が
、平
成
29
年
１
月
１
日
か

ら
平
成
33
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、自

己
又
は
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶

者
や
そ
の
他
の
親
族
に
係
る
一
定
の
ス
イ

ッ
チ
０
Ｔ
Ｃ
医
薬
品（
※
）の
購
入
の
対
価

を
支
払
っ
た
場
合
に
お
い
て
、そ
の
年
中

に
支
払
っ
た
額
の
合
計
が
１
万
２
千
円
を

超
え
る
と
き
は
、そ
の
超
え
る
額（
最
大

８
万
８
千
円
）を
、そ
の
年
分
の
総
所
得
金

額
等
か
ら
控
除
で
き
る
特
例
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る

場
合
は
、現
行
の
医
療
費
控
除
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、申
告

の
際
は
、一
定
の
取
り
組
み
を
明
ら
か
に

す
る
書
類
の
添
付
か
提
示
が
必
要
で
す
。

（
※
）医
師
の
処
方
が
必
要
だ
っ
た
医
療
用
医

薬
品
か
ら
転
用
さ
れ
た
薬
局
な
ど
で
購
入
で

き
る
市
販
の
医
薬
品

●
医
療
費
控
除
の
申
告
時
に
お
け
る
明

細
書
の
添
付
義
務
化　
医
療
費
控
除（
医

療
費
控
除
の
特
例
を
含
む
）の
適
用
を
受

け
る
場
合
は
、領
収
書
の
代
わ
り
に「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」か「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
」を
申
告
書

の
提
出
の
際
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。平
成
30
年
度
か

ら
平
成
32
年
度
ま
で
の
市
県
民
税
の
申

告
に
つ
い
て
は
、医
療
費
等
の
領
収
書
の

添
付
か
提
示
に
よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

●
県
費
負
担
教
職
員
制
度
に
係
る
給
与

負
担
事
務
の
移
譲
に
伴
う
政
令
指
定
都

市
所
在
道
府
県
か
ら
政
令
指
定
都
市
へ

の
税
源
移
譲　
政
令
指
定
都
市
に
住
所

を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、個
人
市
民
税
・

県
民
税
所
得
割
の
標
準
税
率
が
市
民
税

６
％
か
ら
８
％
に
、県
民
税
４
％
か
ら
２

％
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

市
県
民
税
の
申
告

●市県民税の申告受け付け日程
申 告 会 場 期　間 時 間 等

各

区

役

所

門 司 ２月19日㈪～３月15日㈭

8時30分～17時
土・日曜日は除く
木曜日は19時まで

小 倉 北 ２月16日㈮～３月15日㈭

小 倉 南 ２月26日㈪～３月15日㈭

若 松 ２月20日㈫～３月15日㈭

八 幡 東 ２月16日㈮～３月15日㈭

八 幡 西 ２月26日㈪～３月15日㈭

戸 畑 ２月16日㈮～３月15日㈭

出
張
受
け
付
け

門司区
門司体育館 ２月14日㈬・15日㈭

9～16時
松ケ江南市民センター ２月16日㈮

小倉
南区

北九州農業協同組合東谷支店 ２月16日㈮ 9～15時

区役所両谷出張所 ２月19日㈪・20日㈫
9～16時

区役所曽根出張所 ２月21日㈬～23日㈮

若松区 島郷市民センター ２月15日㈭・16日㈮ 9～16時

八幡
西区

大原市民センター ２月16日㈮

9～16時池田市民センター ２月19日㈪・20日㈫

折尾東市民センター ２月22日㈭・23日㈮

申告期限は3月15日㈭

自
宅
で
申
告
書
の
作
成
や
市
県

民
税
額
の
試
算
が
で
き
ま
す

　

パ
ソ
コ
ン
の
詳
し
い
知
識
が
な
く

て
も
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
所
得

の
状
況
を
入
力
す
る
だ
け
で
、市
県

民
税
申
告
書
の
作
成
や
市
県
民
税
額

の
試
算
が
で
き
ま
す
。市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（
ア
ド
レ
ス
は
表
紙
参
照
）の

「
く
ら
し
の
情
報
」
↓「
税
・
保
険
・

年
金
」
↓「
税
」
↓「
個
人
市
民
税
の

試
算
と
申
告
書
の
作
成
」を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

♥
財
政
局
課
税
課
☎
５
８
２
・

２
０
３
３
へ
。

各区役所内の市税事務所市民税課（※）
または税務課
◆門 司 区 ☎３３１・０５１１
◆小倉北区（※） ☎５８２・３３６０
◆小倉南区 ☎９５１・１０２３
◆若 松 区 ☎７６１・４１８２
◆八幡東区 ☎６８１・５８５１
◆八幡西区（※） ☎６４２・１４５８
◆戸 畑 区 ☎８８１・２６８７

市県民税についての問い合わせ（直通）

マイナンバーについて
市県民税・所得税の申告手続きに
マイナンバーの記載が必要です
　マイナンバー制度の導入により、
市県民税申告書（平成29年度分以
降）や確定申告書（平成28年分以降）
の提出の際には、「マイナンバーの
記載」＋「本人確認書類の提示など」
が必要です。
平成29年度分（平成28年分）以降

の申告には、
マイナンバーの記載

＋
申告者本人の本人確認書類の

提示か写しの添付
が必要です。

※扶養親族等がいる人は、扶養親
族などのマイナンバーの記載も必
要です。
※本人確認書類の例
例１：マイナンバーカードを持つ人は、
マイナンバーカードだけ
例２：マイナンバーカードを持たない
人は、「通知カード」＋「自動車運転免
許証や公的医療保険の被保険者証
など」

　

申
告
書
の
作
成
は
、収
入
金
額
や
控

除
金
額
を
入
力
す
る
こ
と
で
税
額
を
自

動
で
計
算
で
き
る
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」が
便

利
で
す
。

　
特
に
給
与
・
年
金
所
得
だ
け
の
人
は
、

簡
易
な
申
告
書
作
成
画
面
に
よ
り
作
成

が
可
能
で
す
。作
成
し
た
申
告
書
は
、郵
送

で
提
出
で
き
ま
す（
提
出
は
各
税
務
署
へ
）。

操
作
に
関
す
る
質
問
は「ｅ‐Ｔａｘ・
作
成

コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
☎
0
5
7
0
・

0
1
・
5
9
0
1
」へ
♥
を
。

　
な
お
、所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
際
に
は
、復
興

特
別
所
得
税（
原
則
と
し
て
、そ
の
年
分

の
所
得
税
額
の
2・1
％
）の
記
載
漏
れ
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
所
得
税
な
ど
の
申
告
相
談
会
場
と
日

程
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

確
定
申
告
が
必
要
な
人

●
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
等
が
あ
る

人
で
、平
成
29
年
中
の
所
得
金
額
の
合

計
額
が
、基
礎
控
除
、配
偶
者
控
除
、扶

養
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を

超
え
る
人
。

●
給
与
所
得
者
で
、▼
給
与
の
収
入
金

額
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人　
▼

給
与
・
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

20
万
円
を
超
え
る
人
。

事
業
や
不
動
産
貸
付
等
を
行
う
人

　

事
業
や
不
動
産
の
貸
付
等
を
行
う

全
て
の
人
は
、「
記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保

存
」が
必
要
で
す
。

年
金
受
給
者
で
申
告
が
不
要
な
人

　
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０

万
円
以
下
で
、公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

の
人
は
、所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提

出
は
不
要
で
す
。た
だ
し
、所
得
税
・
復

興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合

は
、確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告

●所得税・消費税と贈与税の申告相談受け付け
対象地域 申告特設会場 受け付け日時
門 司 区
小倉北区
小倉南区

AIMビル3階
（小倉駅北側）

2月16日～3月15日の毎週月～金曜日
（2月18日㈰・25日㈰は開場）9～16時

若 松 区 若松税務署
（若松区本町一丁目） 9～16時

（土・日曜日、祝・休日は閉庁）八幡東区
八幡西区
戸 畑 区

八幡税務署
（八幡東区平野二丁目）

※2月16日～3月15日、門司・小倉税務署での申告相談は行っていません。
※2月18・25日については、全区AIMビル3階で申告相談を受け付けます。なお、
2月18日は北九州マラソン2018開催のため、AIMビル周辺は交通規制されて
いますので注意してください。

◆門司税務署 ☎３２１・５８３１（代表）
◆小倉税務署 ☎５８３・１３３１（代表）
◆若松税務署 ☎７６１・２５３６（代表）
◆八幡税務署 ☎６７１・６５３１（代表）

※確定申告に関する情報は国税庁ホ
ームページ(http://www.nta.go.jp/)
をご覧ください。

所得税などについての問い合わせ


